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島根県汚水処理事業広域化・共同化計画【概要】 
1 広域化・共同化計画策定の目的 

本計画は、人口減少に伴う使用料収入の減 

少、職員数の減少による執行体制の脆弱化や 

既存ストックの大量更新期の到来などの汚水 

処理施設の事業運営に係る多くの課題を踏ま 

え、持続可能な事業運営を推進するために策 

定するものである。 

なお、本計画は、「島根県生活排水処理ビジ 

ョン第 5次構想」（平成 31 年 1月）を構成す 

る「構想推進に向けての施策」の一部として 

位置づけられている。 

2 島根県の現状と課題 

  汚水処理事業における課題について市町村にアン 

ケートを行った結果、ヒト、モノ、カネの観点から以 

下のとおり課題を整理できる。 

(1)ヒト

   人材不足が共通の課題であり、多くの市町村で、 

技術伝承や専門職員の確保が困難と考えている。 

(2)モノ

   処理場については「老朽化施設の改築・更新費用」 

及び「維持管理コスト」、管渠については「老朽化 

施設の点検・調査」を課題として挙げる市町村が多 

かった。 

(3)カネ

   モノに関する課題と同じく「老朽化施設の改築・ 

更新費用」が最も多く課題に挙げられた。 

これらの複合的な課題に対し、広域化・共同化の推 

進により解決を図っていくため、検討会での情報共 

有、意見交換を行いながら市町村の意向を確認した上 

で、表 1に示す取組メニューを選定した。 

3 これまでの広域化・共同化の取組 

  島根県では、計画策定以前にも松江市をはじめとする 6市町において、集落排水等 19 施設を他の処理施設 

へ編入してきた。 

また、雲南広域連合を含む 6市町等において、公共下水と集落排水汚泥等の共同処理が行われている。 

4 策定手順 

これまでの取組に加えて、管理の一体化や事 

務処理の共同化を推進し、地域で一体となった 

財政基盤や技術基盤の強化を行う必要があるこ 

とから、県と市町村が連携して広域化・共同化 

計画の策定に向けた検討を実施した。 

平成 30 年度に県と各市町村の担当者による 

勉強会を行い、令和元年度からは図 2に示すブ 

ロックごとの検討会を計 5回にわたり行った上 

で、取組の内容を整理し、「島根県汚水処理事業 

広域化・共同化計画」として取りまとめた。 

5 広域化・共同化計画の具体的な取組 

  広域化・共同化を推進するための具体的な取組として、表 2に示す合計 26の取組を選定した。 

表 2 広域化・共同化取組一覧 

松江 出雲 雲南 県央 浜田 益田 隠岐 全県

1-1 〇

1-2 ○

1-3 ○

1-4 〇

1-5 ○

1-6 〇

1-7 〇

1-8 ○

1-9 ○

1-10 ○

1-11 〇

1-12 ○

1-13 ○

1-14 ○

2-1 ○

2-2 ○

2-3 ○

2-4 ○

2-5 ○

汚泥資源化施設等の共同
設置

2-6 ○

人材育成の共同化 合同会議・合同勉強会 3-1 ○

各種計画業務の共同化 各種計画業務の共同発注 4-1 ○

維持管理の共同化
上下水道一体の施設管理
システムの共同利用

5-1 ○

上下水道一体の設備台帳
システムの共同利用

6-1 ○

島根県統合型GIS（マッ
プonしまね）の共同利用

6-2 ○

緊急時・災害時対応の
共同化

災害時支援、資機材の共
同管理

7-1 ○

3 4 3 3 2 1 3 7

ブロック

ハード

汚水処理施設の統合

自治体を越えた施設の統
合

市町村内における汚水処
理施設の統合

汚泥処理の共同化

自治体を越えた汚泥処理
の共同化

市町村内における汚泥処
理施設の統合

ソフト

台帳システム整備・保
守の共同化

取組数　（合計26）

広域化・共同化メニュー No

『島根県生活排水処理ビジョン 第 5 次構想』（平成 31 年 1 月）

● 構想推進に向けての施策

 快適な生活環境 

 きれいな水環境 

 資源の循環 

 持続的な汚水処理 

 健全な経営

[広域化・共同化計画] 
・処理区の統合 
・下水汚泥の共同処理 
・維持管理業務の共同化 
・ICT 活用による集中管理 

図 1 広域化・共同化計画の位置づけ 

表 1 汚水処理事業の課題と解決に向けたメニュー 

ヒトに関する課題

人材が不足している

技術伝承が不足している

専門職員の確保が出来ない

モノに関する課題

老朽化施設(処理場)の改築・更新費用

維持管理コストが高い

老朽化施設(管渠)の点検・調査が不十分

汚泥処理費用が高い

カネに関する課題

老朽化施設の改築・更新に多大な費用

ハードメニュー

汚水処理施設の統合

汚泥処理の共同化

ソフトメニュー

人材育成の共同化

各種計画業務の共同化

維持管理の共同化

台帳システム整備・保守の共同化

緊急時・災害時対応の共同化

アンケートで回答数が多かった課題

解決に向けた取組メニュー

図 2 広域化・共同化ブロック割 
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島根県汚水処理事業広域化・共同化計画【概要】 
  広域化・共同化の取組により期待される定量的・定性的効果を表 3に整理した。なお、一部の取組については、 

定量的効果の概算値を試算した。また、汚水処理事業を取り巻くヒト、モノ、カネの状況が改善することにより、 

地域住民や自然環境等にもたらされる波及的効果についても表 4に整理した。 

表 3 広域化・共同化による定量的・定性的効果 

表 4 広域化・共同化による波及的効果 

  広域化・共同化の取組におけるロードマップを表 5、表 6に示す。 

表 5 広域化・共同化のロードマップ（ハード） 

表 6 広域化・共同化のロードマップ（ソフト） 

6 進捗管理 

 各種取組の具体的な検討結果や実施状況をふまえ、5年を目途に計画の見直しを行う。 

定量的効果 定性的効果

自治体を越えた施設の統合

■施設を廃止する自治体
・処理場の維持管理費の削減
・改築更新費の削減
■汚水の受け入れ先の自治体
・施設稼働率の向上
・負担金収入の増加

■施設を廃止する自治体
・施設管理に関わる負担軽減

市町村内における汚水処理施設
の統合

・処理場の維持管理費の削減
・改築更新費の削減

・維持管理に関わる負担軽減

自治体を越えた汚泥処理の共同
化

■施設を廃止する自治体
・汚泥処理設備の維持管理費の削減
・改築更新費の削減
・汚泥処理処分費の削減
■汚泥の受け入れ先の自治体
・施設稼働率の向上
・汚泥の有効利用率(消化ガス回収等)
の向上
・負担金収入の増加

■施設を廃止する自治体
・施設管理に関わる負担軽減

市町村内における汚泥処理施設
の統合

・汚泥処理設備の維持管理費の削減
（し尿処理施設を含む）
・改築更新費の削減
・汚泥処理処分費の削減

・施設管理に関わる負担軽減
（移動脱水車による処理を含む）

汚泥資源化施設等の共同設置

■汚泥の受け入れ元の自治体
・汚泥処分費の削減
■汚泥の受け入れ先の自治体
・汚泥の有効利用率の向上
・負担金収入の増加
・資源化した製品の販売収入

－

人材育成の共同化 合同会議・合同勉強会
－ ・職員の技術水準の向上

・執行体制の強化

各種計画業務の共同化 各種計画業務の共同発注
・委託費の削減 ・他市町村等とのノウハウ共有により

職員の技術水準の向上

維持管理の共同化
上下水道一体の施設管理システ
ムの共同利用

・システムの導入・運用経費の削減 ・システム調達やシステム管理に従事
する職員の負担軽減

上下水道一体の設備台帳システ
ムの共同利用

・システムの導入・運用経費の削減 ・システム調達やシステム管理に従事
する職員の負担軽減

島根県統合型GIS（マップonし
まね）の共同利用

－ ・埋設物調査に対応する職員の負担軽
減

緊急時・災害時対応の共同化 災害時支援、資機材の共同管理
－ ・支援体制や資機材の確保による災害

対応の迅速化
・職員の危機対応能力の向上

ソフト

台帳システム整備・保守の共同化

広域化・共同化メニュー

ハード

汚水処理施設の統合

汚泥処理の共同化

波及的効果

自治体を越えた施設の統合

市町村内における汚水処理施設の統合

自治体を越えた汚泥処理の共同化

市町村内における汚泥処理施設の統合

・経営改善による公共サービスの向上
・脱炭素化への貢献

人材育成の共同化 合同会議・合同勉強会 －

各種計画業務の共同化 各種計画業務の共同発注

維持管理の共同化
上下水道一体の施設管理システムの共同
利用
上下水道一体の設備台帳システムの共同
利用

・台帳データのバックアップ確保による災害対応の迅速化

島根県統合型GIS（マップonしまね）の
共同利用

・事業者や住民の利便性向上

緊急時・災害時対応の共同化 災害時支援、資機材の共同管理
・災害時における下水道使用者への影響の最小化
・処理場被災時の環境影響の最小化

・経営改善による公共サービスの向上
・公共サービスの持続可能性の確保

・経営改善、業務改善による公共サービスの向上

広域化・共同化メニュー

ハード

汚水処理施設の統合

汚泥処理の共同化

ソフト

台帳システム整備・保守の共同化

汚泥資源化施設等の共同設置

ブロック 短期 中期 長期

（Ｒ４～Ｒ８） （Ｒ９～Ｒ１３） （Ｒ１４～Ｒ３３）

県

松江市

県

安来市

県

松江市宍道町

県

出雲市

浜田市

1-14 隠岐の島町 ・検討着手

県

松江市

県

出雲市

県

全市町村

No 広域化・共同化メニュー
広域化・共同化に
関わる市町村等

連携に関わる施設名等

取組時期

1-1

ハ
ー

ド

汚
水
処
理
施
設
の
統
合

自治体を越えた施設の
統合

松江

↑農業集落排水処理施設（能義地区）外5施設

1-3

出雲

流域下水道施設（宍道湖西部浄化センター）
・工事

流域下水道施設（宍道湖東部浄化センター）
・工事

1-5 浜田
江津市

公共下水道施設（江津西浄化センター）

1-10

↑農業集落排水処理施設（意東地区）

1-2
流域下水道施設（宍道湖東部浄化センター）

・検討着手

・工事↑漁業集落排水処理施設（十六島地区）

↑漁業集落排水処理施設（小津地区）

・検討着手↑特定環境保全公共下水道施設（波子浄化センター）

↑特定環境保全公共下水道施設（国府浄化センター）

↑農業集落排水処理施設（弘長寺地区）外2施設

1-4
流域下水道施設（宍道湖西部浄化センター） ・概略検討

・詳細設計
・工事 ・工事

↑農業集落排水処理施設（保知石地区）外12施設

雲南市
公共下水道施設（木次・三刀屋浄化センター）

・工事

1-6

市町村内における汚水
処理施設の統合

出雲 出雲市

特定環境保全公共下水道施設（河下浄化センター）
・概略検討
・詳細設計

1-9 奥出雲町
公共下水道施設（横田浄化センター） ・概略検討

・詳細設計

県央 大田市
公共下水道施設（大田浄化センター）

・検討着手
↑農業集落排水処理施設（波根西地区）

1-11 浜田 浜田市

↑農業集落排水処理施設（三代地区）外5施設

1-8 雲南市

1-12 益田 津和野町
特定環境保全公共下水道施設（清水管理センター）

・検討着手

・工事
↑農業集落排水処理施設（馬場地区）外3施設

特定環境保全公共下水道施設（三保三隅浄化センター）

↑農業集落排水処理施設（和田地区）

1-7

雲南

↑漁業集落排水処理施設（美田地区）

全集合処理区

特定環境保全公共下水道施設（加茂浄化センター）
・工事

↑農業集落排水処理施設（大竹地区）外2施設

↑農業集落排水処理施設（岡見地区） ・検討着手

↑漁業集落排水処理施設（須津地区）

流域下水道（宍道湖東部浄化センター）

2-3 市町村内における汚泥
処理施設の統合

（し尿処理施設の統廃
合、移動脱水車の共同
利用等を含む）

県央

・検討着手

1-13
隠岐

西ノ島町
特定環境保全公共下水道施設（東部浄化センター）

・検討着手

・汚泥の共同
処理開始全ての農集・漁集集落排水処理施設及び特環処理施設

2-2 出雲
流域下水道（宍道湖西部浄化センター）

・検討着手
全集合処理区

2-4 邑南町
特定環境保全公共下水道施設（石見浄化センター）

・検討着手 ・詳細検討
農業集落排水処理施設（市木処理場）外3施設

美郷町
特定環境保全公共下水道施設（邑智浄化センター） ・詳細設計

・工事農業集落排水処理施設（乙原処理場）外5施設

2-1

汚
泥
処
理
の
共
同
化

自治体を越えた汚泥処
理の共同化

松江

し尿処理場（びわ苑）

2-6
汚泥資源化施設等の共
同設置

全県 全ての処理場
・汚泥資源化施設（コンポスト化、燃料化）の設
置に向けた検討着手
※PPP/PFIの導入検討を含む

2-5 隠岐 西ノ島町
特定環境保全公共下水道施設（東部浄化センター）

・検討着手

ブロック 短期 中期 長期

（Ｒ４～Ｒ８） （Ｒ９～Ｒ１３） （Ｒ１４～Ｒ３３）

県

全市町村

県

全市町村

県

全市町村

県

全市町村

県

全市町村

県

全市町村

県

全市町村

No 広域化・共同化メニュー
広域化・共同化に
関わる市町村等

取組時期

5-1 維持管理の共同化
上下水道一体の施設管理
システムの共同利用

・施設管理システムの共同開発
※ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

各種計画業務の共同発注
・各種計画の見直しのタイミング
に合わせて共同発注を検討

・主管課長会議
・下水道技術検討委員会
・下水道事業担当者検討会
・災害対応に係る勉強会
・企業会計移行後に係る勉強会

3-1

ソ
フ
ト

人材育成の共同化 合同会議・合同勉強会

4-1 各種計画業務の共同化

7-1 緊急時・災害時対応の共同化

災害時支援

6-1

台帳システム整備・保守の共同化

上下水道一体の設備台帳
システムの共同利用

・設備台帳システムの共同利用
※ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

6-2
島根県統合型GIS（マップon
しまね）の共同利用

・保有資機材リストの作成、情報共有資機材の共同管理

・マップonしまねと連携した管路施設情報の公開

全県

全県

全県

全県

全県

・農集、漁集を含めた支援体制の検討
・緊急時の廃棄物受け入れ先の協議、調整
・災害対応マニュアル作成


